
農業委員会で審議された案件です
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案 件 名 ４～９月 １０月 １１月
令和４年度

計

農振法による農用地区域除外申請 ０ ０ ０ ０

農地法第３条許可申請
０ ０ ０ ０

１ ０ ０ １

農地法第４条許可申請 ０ ０ ０ ０

農地法第５条許可申請
１ １ ０ ２

３ １ ０ ４

農用地利用集積計画の決定
７ １ ０ ８

２ ０ ０ ２

現況証明願 ８ ２ １ １１

農地法第３条の３届出書 ６ １ ０ ７

農地法第１８条第６項合意解約通知書 ４ ０ ０ ４

農業者年金に関する申請 １３ ２ １ １６

各月のその他の案件

１０月 ●農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案）について

１１月 ●買入協議の要請について
●農林水産省通知「農地法の運用について」に基づく非農地判断について
●農地利用最適化推進委員の委嘱の有無の判断について
●砂川市農業経営基盤強化促進基本構想の見直し（案）に係る意見について

農地を相続等により取得した場合、農業委員会に届出をする必要があります。
この制度は、農地法の許可を要しない相続等による権利取得についても、農業委員会が把握する

ことにより、農地が有効に利用されることを目的としています。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。

１.届出が必要な方 相続や法人の合併・分割等により農地を取得した方
２.届出の時期 農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内

農地を相続すると届出が必要です


